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Ⅰ いじめとは 
１ いじめの定義 

生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等、当該生徒と一定の

人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インター

ネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった生徒が

心身の苦痛を感じているもの。 

 

２ いじめの内容 

（１） 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。 

（２） 仲間はずれ、集団による無視をされる。 

（３） 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、蹴られたりする。 

（４） ひどくぶつかられたり、たたかれたり、蹴られたりする。 

（５） 金品をたかられる。 

（６） 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 

（７） 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 

（８） パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。 

 

３ いじめの要因 
（１） いじめは、生徒同士の複雑な人間関係や心の問題から起こるものであり、い

じめの芽はどの生徒にも生じ得る。 

（２） いじめは、単に生徒の問題ではなく、パワーハラスメントやセクシャルハラ

スメントなど、大人の振る舞いを反映した問題でもあり、家庭環境や対人関係

など、多様な背景から、様々な場面で起こり得る。 

（３） いじめは、加害と被害という二者関係だけでなく、はやし立てるなど「観衆」

の存在、周囲で暗黙の了解を得ている「傍観者」の存在や所属集団の閉鎖性の

問題等により、いじめは行われ、潜在化したり深刻化したりもする。 

（４） いじめを行う背景には、「いらいらやストレス」「競争的な価値観」などが存

在しているため、一人一人を大切にしたわかりやすい授業づくりや生徒の人間

関係をしっかりと把握し、全ての児童生徒が活躍できる集団づくりが十分でな

ければ学習や人間関係での問題が過度なストレスとなり、いじめが起こり得る。 

（５） いじめは生徒の人権に関わる重大な問題である事から、生徒の発達の段階に

応じた男女平等、子ども、高齢者などの人権に関する意識や正しい理解、自他

を尊重する態度の育成、自己有用感や自己肯定感の育成を図る取組が十分でな

ければ互いの違いを認め合い支え合うことができず、いじめが起こり得る。 
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４ いじめの解消 
いじめが解消している状態とは少なくとも次の２つの要件が満たされている必

要がある。 

（１） いじめに係る行為が止んでいる 

（２） 被害生徒が心身の苦痛を感じていない 

さらに、解消している状態も一つの段階にすぎないことを認識し、注意深く観

察することが肝要であることから、その目安を解消と認定した日から数え 90 日

以上とする。 

 

 

Ⅱ 本校の基本方針 
１ 基本理念 

いじめが行われることなく、すべての生徒が安心して楽しく充実した学校生

活を送ることができるよう学校全体で、いじめの未然防止、早期発見、さらに

いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速に保護者や関係機関と密接な連携を図

り対処するとともに事故の再発防止に努める。 

（「いじめ防止対策推進法」第三条より） 

 

２ いじめの禁止 

   生徒は、いじめを行ってはならない。 

 （「いじめ防止対策推進法」第四条より） 

 

 

３ 関係者の責務 

    Ⅴ 資料１に掲載 

 

 

４ 基本方針 
いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複数の教職員、心理、福

祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめ

の防止等の対策のための組織を置くとともに、全ての生徒の安全・安心を守る

上で、未然防止や早期発見、認知、解消、再発防止といった基本的施策を講じ

る。 

（「いじめ防止対策推進法」第二十二条、二十三条より） 
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Ⅲ 具体的な取組 
１ 未然防止のための取組 

いじめ防止において、「いじめが起こらない学級・学校づくり」等、未然防止に

取り組むことが最も重要である。そのためには、すべての教職員が「いじめは、

どの子どもにもどの学校にも起こりえる」という認識に立ち、望ましい人間関係

を築きながら豊かな心を育む「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む。 

生徒の実態、保護者の意識、地域の特性等を把握した上で、年間を見通した予

防的・開発的な取組を実施していく。 

（１）教職員の心構え 

  ＜生徒の良きモデルとしての教職員＞ 

  教職員の姿勢は、生徒にとって重要な教育環境のひとつである。教職員が生徒

に対して愛情をもち、配慮を要する生徒を中心に据えた温かい学級経営や教育活

動を展開することが、生徒の自己肯定感や自己有用感を育むことにつながり、い

じめの発生を抑え、未然防止の大きな力となると考える。 

生徒は、教職員の一挙手一投足に目を向けており、教職員の何気ない言動が生

徒を傷つけ、結果としていじめを助長してしまっては意味がない。このことから

も教職員は、生徒の良きモデルとなり、信頼される存在となることに努める。 

＜教職員の協働体制の構築＞ 

温かい学級経営や教育活動を学年や学校全体で展開していくためには、教職員

間の共通理解が不可欠であり、相互に学級経営や生徒指導等について、尋ねたり

相談したりすることができる職場の雰囲気が大切である。そのためには、校内組

織が有効に機能し、様々な問題へ協働で対応する体制を構築するとともに、子ど

もと向き合う時間を確保し、子どもを中心に据えた教育活動の展開に努める。 

 

（２）生徒や学級の実態を把握する 

  生徒や学級の実態を把握するためには、教職員の気付きが大切である。時には

生徒と同じ目線で物事を考え、ともに笑ったり、感動を共有したりすることが必

要である。教職員には、生徒の些細な言動から個々の置かれた状況や精神状態を

推し量ることができる感性を高めていくことが求められる。 

生徒個々の状況や学級・学年・学校の実態を把握した上で、いじめ防止への具

体的な指導計画を立てることが必要であり、生徒の表情や態度等から捉える日常

的な実態把握のほか、本校独自の生徒アンケ－ト（毎月）や道教委の『悩みやい

じめに関するアンケ－ト調査（年２回実施）』、を活用して実態把握に努める。 

配慮を必要とする生徒の進級や進学・転学に関しては、教職員間や学校間で適

切な引き継ぎを実施する。 
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（３）自分も相手も大切にする「豊かな心」を育てる 

自分たちで望ましい人間関係や生活を築く集団活動を通して、生徒が自分自身

を価値ある存在と認め、同じように相手も大切な存在であると気付く土壌づくり

をあらゆる教育活動で行う。 

  ＜自分の思いを素直に話し、相手の話をしっかり聞く＞ 

自分の思いを素直に話すのは、大人でも簡単ではない。相手に遠慮して、自分

の思いを言えなかったり、押し殺したり、また反対に、自分の思いを強く主張し

すぎて、押し通してしまうこともある。いじめの問題の根底には、他者との違い

を認めたくないという思いが必ずあるため、学校や家庭、あらゆる生活の中で「自

分の思いを素直に話し、相手の話をしっかり聞く」という行動が、いじめを未然

に防ぐ温かい人間関係を結ぶ土台となるよう教育活動を通して培う。 

  

(４) いじめ未然防止プログラム  
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２ 早期発見、解決のための取組、相談体制等の整備 

（１）いじめの早期発見・早期解決に向けた取組 

①悩みアンケートの実施（毎月末） 

②北海道教育委員会主催のいじめ調査の実施（年２回） 

③学校生活に関するアンケート（年２回）、 

④保護者や地域からの情報提供への迅速な対応など 

 

（２）相談体制の整備 

①学級（副）担任、教科担任への相談（何時でも） 

②養護教諭への相談（何時でも） 

③校長、教頭、事務職員、スクールサポートスタッフ等（何時でも） 

④教育相談週間の設定（年２回） 

⑤心の教室相談員（週２回）、スクール・カウンセラーとの相談（希望制） 

 

（３）早期発見、解決のための校内中核組織機関 

  ①運営委員会（校長・教頭・教務主任・生徒指導主事・学年主任） 

・学校いじめ防止基本方針の策定、周知 ・いじめ根絶に向けた取組の統括 

・学校評価によるいじめ防止の評価  ・保護者、地域、関係機関との連携 

・認知日、及び解消日の決定 

②いじめ・不登校委員会 

       ・未然防止対策等の年間活動計画の作成 ・調査の実施及び分析 

・教育相談の推進           ・いじめ事案の対応に関すること 

・いじめに関わる生徒理解に関すること ・委員会の開催、資料の作成 

③職員会議・校内研修 

       ・嫌な思いをしている生徒、認知した生徒の対応策の確認、情報共有 

       ・いじめ防止対策推進法、いじめの予防、防止、措置などに関わる研修の実施 

 

（４）日常的な早期発見、解決のための組織機関 

①教科部会・学年部会 

    ・日常的に生徒間の望ましい人間関係づくりの醸成 

    ・スタンダードでよくわかる授業の構築 

    ・教育活動全体の中での、個別最適な学びと協働的な学びの実践 

    ・教職員の連携、協働を重視したチーム学校づくり 

②教務部（教務・学習・研修・学力向上・道徳・図書・視聴覚） 

    ・道徳教育における人間関係の充実を図ることの重点化 

    ・道徳教育推進教師を中心としたいじめに特化した全校道徳や、特別活動に
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おける生徒の自主的・実践的な活動実践から、いじめを絶対に許さないと

いった風土の醸成 

・総合的な学習の時間における人間力や社会的資質の向上をねらいとした集

団的な学習や体験的な学びの実践 

③指導部（校内指導・安全環境・生徒会・保健給食・部活動・地域連携） 

      ・定期的な調査の運営、及び教育相談活動の計画と実施 

      ・インターネットいじめ防止策としての生徒や保護者への実態調査 

・インターネットいじめの効果的な防止を目指した外部講師の招聘による啓

発活動 

    ④事務部（総務・管理営繕） 

      ・早期発見に努め、迅速、且つ適切な情報提供 

⑤登別市会計年度任用職員等（学習支援員、スクールサポートスタッフ、部活

動指導員） 

      ・早期発見に努め、迅速、且つ適切な情報提供 

⑥心の教室相談員、スクール・カウンセラー、スクール・ソーシャル・ワーカー 

    ・学校と連携を図り、不登校や人間関係のトラブル、発達障害、精神的な不調

などに悩む生徒に対しての心のサポート 

 

   （６）学校と連携する外部の組織、機関 

①いじめ地域対策委員会（ＰＴＡ、学校運営協議会、児童民生委員各代表） 

・コミュニティ・スクールの活動の一環による登下校時の挨拶運動や防犯パト

ロール 

・早期発見に努め、迅速、且つ適切な情報提供 

    ・重大事態第三者委員会の進捗状況の報告、経過説明 

   ②第三者調査委員会 

    ・地域いじめ対策委員会は、次の要件を満たすと判断した場合は、学校に設

置、又は市に設置を要望する。 

□生徒の生命、心身及び財産に重大な被害が生じた、又は疑いがある。 

□相当期間、余儀なく欠席している事実がある、又は想定される。 

③児童相談所、警察、病院 

・生徒が心身に大きなダメージを受けたり、犯罪行為として取り扱われるべ

きいじめ等には、児童相談所や病院、所轄警察署と連携し厳正に対処する。 
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３ 認知のフローと認知の公開 

（１） 認知に対する考え方 

①定期的なアンケート調査を実施するとともに、日常の教員による指導や生徒

の活動から把握する。 

②アンケート調査や個別面談等におけるいじめを受けた旨の申出は、重く受け 

止め、いじめの定義に従い、いじめ・不登校委員会が適切に認知の判定をする。 

③初期段階のいじめや、ごく短期間のうちに解消したいじめ事案は必ず認知する。 

④対人関係のトラブルと捉えていた事例の中に、いじめと認知すべきものがあ

った可能性を踏まえ慎重に確認する。  

⑤認知件数は、被害者及び加害者に配慮した上で公表する。 

 

（２） 認知のフロー 

＜環境安全係＞          ＜いじめ発見・申し出案件＞ 

□アンケート調査の実施・運営    □内容の確認、聞き取り 

保護者への連絡← ↓ →保護者への連絡 

＜学年部会＞ 

□アンケート回答内容を確認し、全ての回答をいじめ・不登校担当者に提出 

□聞き取り内容の提出 

↓ 

＜いじめ・不登校委員会＞ 

□当該生徒（嫌な思いをしている）の資料整理 

□運営委員会へ資料提出（様式 1-1、1-2ab 

↓ 

＜運営委員会（校長）＞ 

□認知・非認知の判定（重大事案） 

↓ 

＜職員会議（校長）＞ →＜地域いじめ対策委員会＞ 

□認知、非認知の決定、再発防止の向けた取組の共有  （認定日）   

↓               

＜登別市教育委員会への報告＞  

□教頭 様式 1-2ab  2-1  2-2   2-3 3-1&3-2 

 

（３）認知の公開 

   ①被害生徒及び加害生徒に配慮した上で、学校運営協議会、ＰＴＡ役員会等に

おいて説明する。 

   ②①と同様に配慮した上で、学校だよりに掲載とする。 
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４ 解消へのフローと対応 

（１） 解消へのフロー 

 

 

認 知 

↓ 

＜学年部会＞ →教頭→ ＜関係機関＞＜警察＞  

 

聞き取り調査・分析・報告 

□関係集団 □加害生徒保護者 □加害生徒 □★被害生徒 □★被害生徒保護者 

 

 

 

 

 

解消のまとめ、加害生徒の懲戒検討、再発防止プランの作成（途中経過） 

    報告 ↓  ↑ 助言・再調査 

 

＜いじめ・不登校委員会＞ 

解消、非解消、懲戒の精査 

 

    報告 ↓  ↑ 助言・再調査 

＜運営委員会＞ 

解消、非解消、懲戒の判定 

 

 報告 ↓  ↑ 再調査 

＜職員会議＞ 

加害生徒への懲戒、非懲戒 

        解消、非解消の認定、再発防止プランの策定 （解消日の決定） 

 

↓   

＜学年部会＞ 

被害（加害）生徒へのケアの継続（９０日以上） 

再発防止プランの家庭への提示 

再発防止に向けた学年集会の実施 

 

 

★記録のポイント①「時系列」 いつ、どこで、何を、誰が知っているか 

★記録のポイント②「被害の状況」 心身、財産、診断書など 

★記録のポイント③「要望」 学校に対する要望、ＳＣ要請、加害生徒に対する要望 
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 (２)いじめられている生徒（被）への対応 

いじめられている生徒の苦痛を共感的に理解し、心配や不安を取り除くととも

に、全力で守り抜くという「いじめられている生徒の立場」で、継続的に支援する。 

＜教員の基本姿勢＞ 

① 安全・安心を確保する。 

② 心のケアをする。 

③今後の対策について、共に考える。 

④活動の場等を設定し、認め、励ます。 

⑤温かい人間関係をつくる。 

 

(３)いじめている生徒（加）への対応 

いじめは決して許されないという毅然とした態度で、いじめている生徒の内

面を理解し、他人の痛みを知ることができるようにする指導を根気強く行う。 

＜教員の基本姿勢＞ 

① いじめの事実を確認する。 

② いじめの背景や要因の理解に努める。 

③ いじめられている児童生徒の苦痛に気付けるようにする。 

④ 今後の生き方を考えられるようにする。 

⑤ 生徒が同じ過ちを繰り返さないよう継続的に見守り支援する。 

 

(４) 関係集団への対応 

被害・加害生徒だけでなく、おもしろがって見ていたり（観衆）、見て見ぬふ

りをしたり、止めようとしなかったりする集団（傍観者）に対しても、自分た

ちでいじめ問題を解決する力を育成することが大切である。 

＜教員の基本姿勢＞ 

① 一人一人にわかりやすい授業づくりを進める。 

② 自分の問題として捉えられるようにする。 

③ 望ましい人間関係づくりに努める。 

④ 自己有用感・自己肯定感が味わえる集団づくりに努める。 

 

(５) いじめられている保護者（被）等への対応 

いじめられている生徒の保護者・関係施設に対して相談されたケースでは、

複数の教員で対応し学校は全力を尽くすという決意を伝え、少しでも安心感を

与えられるようにする。 

 

＜教員の基本姿勢＞ 
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① じっくりと話を聞く。 

② 苦痛に対して本気になって精一杯の理解を示す。 

③ 親子のコミュニケーション（保護者）、家庭的な雰囲気づくり（関係施設）

を大切にするなどの協力を求める。 

 

(６) いじめている生徒の保護者（加）等への対応 

いじめている生徒の保護者に対して事実を把握したら速やかに面談し、丁寧

に説明する。 

＜教員の基本姿勢＞ 

① いじめは誰にでも起こる可能性があることを伝える。 

② 生徒や保護者等の心情に配慮する。 

③ 行動が変わるよう教職員として努力していくことを伝える。 

④ 保護者等の協力が必要であることを伝える。 

⑤ 何か気付いたことがあれば報告してもらうよう協力を求める。 

 

(７) 保護者同士が対立する場合等 

必要に応じて、教職員が間に入って関係調整が必要な場合がある。 

＜教員の基本姿勢＞ 

① 双方の和解を急がず、相手や学校に対する不信感の思いを丁寧に聞き取り、 

寄り添う態度で臨む。 

② 対応者を十分に検討して対応に当たる。 

③ 北海道いじめ問題審議会や関係機関と連携し、解決を目指す。 

 

(８) 関係機関との連携 

いじめは学校だけでの解決が困難な場合もある。情報の交換だけでなく、一

体的な対応をすることが重要である。 

① 福祉関係との連携 

・家庭の養育に関する指導・助言  ・家庭での生徒の生活・環境の状況把握 

② 医療機関との連携（学校医等） 

・精神保健に関する相談      ・精神症状についての治療・指導・助言 

③ 警察との連携 

・心身や財産に重大な被害がある場合 ・犯罪等の違法行為がある場合 

④ 教育局との連携 

・関係児童生徒への支援、指導、保護者等への対応方法の助言 

・関係機関との調整        ・スクール・カウンセラー等の派遣要請 
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（９）ネットいじめへの対応 

【ネットいじめとは】 

文字や画像を使い、特定の児童生徒の誹謗中傷を不特定多数の者や掲示板等に

送信する、特定の児童生徒になりすまし社会的信用を貶める行為をする、掲示板

等に特定の児童生徒の個人情報を掲載するなどがネットいじめであり、犯罪行為

である。 

① ネットいじめの予防 

＜保護者への啓発＞ 

・フィルタリングへの協力 

・保護者による情報端末使用時の見守り 

・情報モラルについての啓発資料の配付や研修の実施 

＜情報教育の充実＞ 

・「情報」に係る学習時における情報モラル教育の充実 

・「総合的な学習の時間や特別活動」による情報モラル教育の充実 

・学級活動等における情報モラル教育の充実 

＜教職員の研修＞ 

・ネット社会についての講話（防犯）の実施 

② ネットいじめへの対処 

＜ネットいじめの把握＞ 

・保護者からの訴え 

・閲覧者からの情報 

・ネットパトロール 

＜不当な書き込みへの対処＞ 

・状況の記録 

・管理職への報告 

・警察への相談 

・削除依頼 
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５ 重大事態への対応 

（１）重大事態とは 

① 生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合 

・生徒が自殺を企図した 

・精神性の疾患を発症した 

・身体に重大な障害を負った 

・高額の金品を奪い取られた 

② 生徒が相当の期間学校を欠席せざるを得ない場合 

・年間の欠席が３０日程度以上 

・一定期間、連続した欠席がある 

 

（２）重大事態の時の報告、調査協力 

学校、及び教育委員会が重大事態と判断した場合、北海道教育委員会が設置す

る重大事態調査のための組織（北海道いじめ問題審議会）に報告する。 

 

（３）警察への通報 

生徒の生命、心身又は財産に重大な被害があり、明らかに犯罪と判断されるも

のがあれば、直ちに警察へ通報する。 

 

＜参考＞ 

いじめの内容 関係する刑法の罪名 

脅し文句 刑法２２２条 脅迫 

嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされた

り、させられたりする。 

刑法２２３条 強要 

刑法１７６条 強制わいせつ 

冷やかしやからかい、インターネットや携帯電話

等で誹謗中傷される。 

刑法２３０条 名誉棄損 

刑法２３１条 侮辱 

金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨

てられたりする。 

刑法２３５条 窃盗 

刑法２６１条 器物破損等 

金品を脅し取られる。 
刑法２３６条 強盗 

刑法２４９条 恐喝 

ぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 
刑法２０４条 傷害 

刑法２０８条 暴行 
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Ⅳ 資  料 
○北海道いじめの防止等に関する条例（平成 26年北海道条例第８号）より抜粋 

 

（学校及び学校の教職員の責務） 

【第６条】 

学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童生徒の保

護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及

び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童生徒がいじめを受けている

と思われるときは、当該児童生徒を徹底して守り通し、いじめの早期解消のため適切

かつ迅速にこれに対処する責務を有する。 

２ 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、教職員の言動が児童生徒に大

きな影響力を持つとの認識の下、児童生徒一人一人についての理解を深めるとともに、

児童生徒との間の信頼関係の構築に努めなければならない。 

 

（保護者の責務等） 

【第７条】 

保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであることから、基本理念

にのっとり、その言動がその保護する児童生徒に大きな影響力を持つとの認識の下、

当該児童生徒がいじめを行うことのないようにするため、規範意識、生命を大切にし、

他人を思いやる心などの基本的な倫理観を養うための教育その他の必要な教育を行

うよう努めるものとする。 

２ 保護者は、基本理念にのっとり、その保護する児童生徒がいじめを受けた場合

には、適切に当該児童生徒をいじめから保護するものとする。 

３ 保護者は、基本理念にのっとり、国、道、市町村、学校の設置者及びその設置す

る学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。 

４ 第１項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるもの

と解してはならず、また、前３項の規定は、いじめの防止等に関する学校の設置者及

びその設置する学校の責任を軽減するものと解してはならない。 

  

（地域の役割） 

【第８条】 

道民及び事業者は、基本理念にのっとり、それぞれの地域において児童生徒と

触れ合う機会を大切にし、当該地域全体で児童生徒を見守るとともに、学校、家庭、

地域住民、行政その他の関係者と連携協力して、児童生徒が健やかに成長できる環境

づくりに努めるものとする。 
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 調査票１－１   中学生・高校生用      ※道教委アンケート ５月と 10 月に実施 

                （   ）年（   ）組 （ 男 ・ 女 ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ あなたは、嫌な思いをした時、誰に相談しますか。ア～ケの中から全部選び、○を付けてく

ださい。また、ケを選んだ人は（ ）に相談する人を具体的に書いてください。 

ア 学校の先生   イ スクールカウンセラー   ウ 友人   エ 父や母 

オ 兄弟姉妹    カ 電話相談    キ メールやＳＮＳの相談窓口    

ク だれにも相談しない   ケ その他（                 ） 

 
１ あなたは、今年の４月から今日まで、２ のア～クのようなことをされて、嫌な思いをしたこ

とがありますか。 

ア ある                            イ ない 

５ あなたは、今年の４月から今日まで、友人が嫌な思いをしているのを見たり、聞いたりした

ことがありますか。 

ア ある      イ ない 

６ 学校から「子ども相談支援センター電話相談紹介カード」が配られていますが、そのカード

を知っていますか。 

ア 知っている   イ 知らない 

７ あなたは、２に書かれていることを含め、苦しんだり、悩んだりして心が傷つく「いじめ」

はどんな理由があっても許されないことだと思いますか。 

ア そう思う    イ そう思わない   ウ よくわからない 

３ １で「ア ある」と答えた人に聞きます。 

あなたは、２ のことで、今も嫌な思いをしていますか。 

ア している    イ していない 

 

２ １で「ア ある」と答えた人に聞きます。 

どんなことをされましたか。ア～クの中から全部選び、○を付けてくだ

さい。また、クを選んだ人は（ ）にどんなことをされたか、具体的に

書いてください。 

ア 冷やかしやからかい、悪口をいわれる 

イ 仲間はずれや無視をされる 

ウ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたりする 

エ ひどくぶつかられたり、たたかれたり、蹴られたりする 

オ お金や持ち物をかくされたり、いたずらされたりする 

カ 恥ずかしいことや危険なことをされたり、させられたりする 

キ メールや無料通話アプリ（ＳＮＳ等）で悪口を書かれたり、仲間は

ずれにされたりする 

ク その他（                       ） 

 自由記載欄  他に何か相談したいことがあれば、自由に書いてください。 
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名
称

所
管
等

電
話
番
号

受
付

概
要

子
ど
も
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

（
2
4
時
間
子
供
S
O
S
ダ
イ
ヤ
ル
）

（
メ
ー
ル
相
談
）

北
海
道
教
育
委
員
会

（
文
部
科
学
省
）

0
1
2
0
-3
8
8
2
-5
6

(0
1
2
0
-0
-7
8
3
1
0
)

毎
日
2
4
時
間
対
応

い
じ
め
、
不
登
校
、
友
人
関
係
、
親
子
関

係
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
、
性
被
害
、
家
庭
の
事
情

で
自
分
の
時
間
が
と
れ
な
い
な
ど
、
様
々

な
悩
み
を
相
談
で
き
ま
す
。

d
o
k
e
n
-s
o
d
a
n
@
h
o
k
k
a
id
o
-c
.e
d
.jp

児
童
相
談
所
虐
待
対
応
ダ
イ
ヤ

ル
「
1
8
9
」

北
海
道
保
健
福
祉
部

（
厚
生
労
働
省
）

1
8
9

（
い
ち
は
や
く
）

毎
日
2
4
時
間
対
応

虐
待
の
疑
い
が
あ
る
な
ど
、
虐
待
に
関
す

る
悩
み
を
児
童
相
談
所
に
通
告
・
相
談
で

き
ま
す
。

少
年
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

「
少
年
相
談
1
1
0
番
」

北
海
道
警
察

0
1
2
0
-6
7
7
-1
1
0

平
日
8
:4
5
～
1
7
:3
0

い
じ
め
・
犯
罪
等
の
被
害
に
悩
む
子
ど
も

や
そ
の
家
族
が
警
察
に
相
談
で
き
ま
す
。

子
ど
も
の
人
権
1
1
0
番

法
務
省

0
1
2
0
-0
0
7
-1
1
0

平
日
8
:3
0
～
1
7
:1
5

い
じ
め
・
体
罰
等
に
つ
い
て
、
法
務
局
職

員
・
人
権
擁
護
委
員
に
相
談
で
き
ま
す
。

チ
ャ
イ
ル
ド
ラ
イ
ン
ほ
っ
か
い

ど
う

認
定
N
P
O
法
人

チ
ャ
イ
ル
ド
ラ
イ
ン
支

援
セ
ン
タ
ー

0
1
2
0
-9
9
-7
7
7
7

毎
日
1
6
:0
0
～
2
1
:0
0

(1
2
/2
9
～
1
/3
除
く
)

1
8
歳
ま
で
の
子
ど
も
が
電
話
・
チ
ャ
ッ

ト
で
悩
み
を
相
談
で
き
ま
す
。

性
暴
力
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

北
海
道

（
S
A
C
R
A
C
H
さ
く
ら
こ
）

北
海
道
、
札
幌
市

0
5
0
-3
7
8
6
-0
7
9
9

ま
た
は

＃
8
8
9
1

平
日
1
0
:0
0
～
2
0
:0
0

（
土
日
祝
、
1
2
/2
9
～
1
/3

除
く
）

子
ど
も
や
大
人
が
性
暴
力
の
被
害
に
つ
い

て
相
談
で
き
ま
す
。

s
a
c
ra
c
h
2
0
1
9
1
1
0
1
@
le
a
f.o
c
n
.n
e
.jp

こ
こ
ろ
の
電
話
相
談

北
海
道
立
精
神
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー

0
5
7
0
-0
6
4
-5
5
6

平
日
9
:0
0
～
2
1
:0
0

土
日
祝
1
0
:0
0
～
1
6
:0
0

様
々
な
悩
み
を
相
談
で
き
ま
す
。

北
海
道
い
の
ち
の
電
話

社
会
福
祉
法
人

北
海
道
い
の
ち
の
電
話

0
1
1
-2
3
1
-4
3
4
3

毎
日
2
4
時
間
対
応

様
々
な
悩
み
を
相
談
で
き
ま
す
。

主
な
相
談
窓
口
（
北
海
道
）


